
手数料一覧
令和７年４月１８日現在

種類 金額（円）

戸籍全部・個人事項証明（謄・抄本） 450

除籍全部・個人事項証明（謄・抄本）

改製原戸籍（謄・抄本）

【広域交付】戸籍全部事項証明書 450

【広域交付】除籍全部事項証明書（謄本）

【広域交付】改製原戸籍謄本

戸籍届書記載事項証明 350

届出書の写し（４８条の２） 350

電子証明書提供用識別符号（戸籍全部事項証明・戸籍謄本）※広域交付含む 400

電子証明書提供用識別符号（除籍全部事項証明・除籍謄本）※広域交付含む 700

届書等情報内容証明書（R6.3.1以降の戸籍届出書） 350

戸籍の附票の写し（除附票を含む） 300

受理証明書（一般） 350

受理証明（上質） 1400

住民票の写し（除票及び改製原を含む） 300

広域交付住民票の写し 300

住民票記載事項証明書 300

印鑑登録証明書 300

自動車臨時運行許可 750

自動車臨時運行許可の弁償費 1500

身分証明書

独身証明書

不在籍証明書

不在住証明書

住居表示変更証明書

本籍表示変更証明書

合併に伴う住所の表示変更証明書

行政区の設置に伴う住所の表示変更証明書

戸籍一部事項証明書 450

除籍（改製原）一部事項証明書 750

住民名簿閲覧 300

マイナンバーカード（再交付） 800

マイナンバーカード（特急再交付） 1800

電子証明書（公的個人認証サービス） 200

その他行政証明書 市が決定
した額

　上の表に記載があっても、市が手数料を免除すると決定する場合は、それに従う。
　なお、上の表は、相模原市手数料条例（平成１２年相模原市条例第７号）、自動車の臨時運行許可に関する規則（昭和４５年相模原市規則第３５号）、行政
手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく手数料の額を定める規程（令和３年８月１３日地情機規程第１８号）及び電子署
名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく手数料の額を定める規程（平成２７年１２月２５日地情機規程第１５号）に基づき
作成したものであり、条例改正等により、手数料の変更があった場合は、その額に改めることとする。
　※1　同一事項を証明する戸籍（除籍）謄本若しくは抄本又は戸籍（除籍）全部事項証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しません。
　※2　電算化後の戸籍一部記載事項証明は1通450円、電算化前の戸籍一部事項証明は証明事項1件につき350円
　　　 電算化後の除籍一部記載事項証明は1通750円、電算化前の除籍一部事項証明は証明事項1件につき450円
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